
10

町からのお知らせ

R3.1.15

　

コ ラ ム
消費生活コラム Vol.14

「保険金の手続きをサポートする」と勧誘する住宅修理に注意
住民課　くらしの安心・安全係　☎８５－８１７１　（毎週金曜日午前 9 時 30 分～午後 3 時 30 分）
消費者ホットライン　☎１８８

問

　「家屋に壊れたところはないか。損害保険で負担なく修理が出来る。」と事業者から電話があり、昨年の大雨でベランダ
が傷んでいたことを話すと、調査員を手配すると言われた。後日、調査員が訪れ、家の点検を行った。申込書にサインして
渡したが、よく見たら、見積額の３５％の手数料を払うことになっていた。不審なので、申込みをやめたい。（７０歳代女性）

【アドバイス】
●自然災害による住宅修理について「保険金が使える」と勧誘されても、損害保険金が実際にいくら支払われるの
か、また、そもそも保険金が支払われるかどうかわかりません。まずは自身が加入している保険契約の内容を確認し、
契約している保険会社や代理店に相談しましょう。
●住宅修理とは別に、保険金を請求する手続きをサポートするという契約をさせられ、その手数料を請求される場
合がありますが、保険金の手続きの手数料は損害保険の補償対象とはなりません。
●「自己負担はない」と住宅修理の勧誘をされても、本当に負担なく必要な修理が出来るかどうかわかりません。
その場ですぐに契約せず、修理の必要性や契約内容を十分に確認し、家族や周りの人にも相談しましょう。
●不安に思ったときは、早めに消費生活相談窓口等にご相談ください。

問 まちづくり課　☎９２－７９３５

　各施設の使用料について、「基山町使用料・手数料見直し基本方針」に沿って３年に１度の見直しを行った結果、
別表のとおり改定を実施することとなりました。
　また、別表に表示のない使用料の改定はありません。なお、新料金は令和３年４月１日以降に使用許可を受けた
ものから適用となります。

施設等 区分等 基準（単位） 現行（円 / 時間） 改定額（円 / 時間）

基山町民会館
和室 50 円 70 円

冷暖房
大ホール 3,490 円 3,950 円
小ホール 790 円 890 円

基山町総合体育館

アリーナ
１／３面 830 円 840 円
１／６面 410 円 420 円

バドミントンコート1 面（１／８面） 220 円 320 円

武道場
全面 1,350 円 1,650 円

１／２面 670 円 830 円
１／４面 330 円 420 円

トレーニング室
１回券 200 円 / 回 300 円 / 回
11 回券 2,000 円 /11 回 3,000 円 /11 回

冷暖房

アリーナ 8,830 円 10,290 円
武道場（全面） - 3,340 円

武道場（１／２面） - 1,670 円
武道場（１／４面） - 840 円

基山町総合公園 多目的運動場

１／２面 210 円 220 円
１／３面 140 円 150 円

照明設備（３０分）全面 2,000 円 /30 分 2,180 円 /30 分
照明設備（３０分）１／２面 1,000 円 /30 分 1,090 円 /30 分
照明設備（３０分）１／３面 750 円 /30 分 870 円 /30 分

基山町営球場
全面 300 円 400 円

１／２面 150 円 200 円

基山町営テニスコート
全面（６面） - 900 円

１面 100 円 150 円

▽基山町使用料・手数料見直しの基本方針による改定額

令和 3 年 4 月 1 日以降に使用許可を受けたものから変更します

※町外居住者の使用料については、上記料金の 2 倍の料金になります。

施設使用料を
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コ ラ ム 交通安全コラム vol.18
雪道の常識！冬用タイヤ・タイヤチェーン装着のお願い

雪道では、少々の雪でも冬用タイヤ・タイヤチェーンを装着せず運転するのは大変危険です。

佐賀県内でも積雪・路面凍結などによる交通障害やスリップ事故が発生しています。

住民課　くらしの安心・安全係　☎８５－８１７１問

佐賀県道路交通法施行規則第 11 条第 1 号
運転者の遵守事項
積雪又は凍結している道路において、自動車（二
輪のものを除く）を運転するときは、タイヤ・チェー
ン又はスノー・タイヤをとりつける等すべり止めの
措置を講ずること。

やめよう！！佐賀のよかろうもん運転
・車間詰めてもよかろうもん	 	 	 ・合図出さんでもよかろうもん
・スマホ使ってもよかろうもん	 	 	 ・信号守らんでもよかろうもん　　　　は絶対だめ × だめ ×

　

お知らせ 無料職業紹介所がリニューアルオープンしました！
産業振興課　商工観光係　☎９２－７９４５問

　基山町役場１階の福祉課と住民課の間にあった基山町無料職業紹介所を令和３年１月から同じく役場１階正面玄関

横に移設し、リニューアルオープンしました。移設に伴って、いままでの窓口に加えてミドルシニア相談窓口を新たに設

けましたので、働きたいと考えられているミドルシニア世代の方は、ぜひ、ご利用ください。

△役場１階正面玄関横に移設 △無料職業紹介所職員 △開所式の様子

　

お知らせ 情報公開コーナーが 3 階ロビーに移動しました
総務企画課　文書法令係　☎９２－２１８８問

　基山町役場１階正面玄関横に設置してい

ました情報公開コーナーが、３階ロビーに

移動しました。これまでどおり、コーナー

内の書籍・書類等はどなたでも自由に閲覧

できますので、お気軽にご利用ください。




